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随意契約 (工事落札)の賛成討論について。

(梅森議員賛成討論)

「最初ですが、 こういう質疑 というのは、二坐』宜室_墨Kいた事だと

昼上壁菫望≧⊆ まれなケースという説明も最初ありましたが、きちん曇塾
明 を して理解 を各議 員 に してもらうとい う努力がちよっと足 りなかっ

ムのかなという気はしますが、②運ェ麟 重曇望2L=2.重塑壺≦塁」塑國竪
しましたので、*fFtcau'<査逮」

梅森議員の発言には、今までも、いつも、「強い違和感」を持ってきました。

今回も「同じ違和感』を持ちました。

1 いつもの「町理事者寄りの結論」をのべるための「厚化粧の前振り」

一段高いところから『評論家的態度」で、『批評』し、いかにも公平感を示そうと

するが、多くの場合、『公平』でも『正しい判断』ではありませんでした。

(1)今回の梅森議員の「前振 り」は次のようなものです。

「き_ち んと説明をして理解を各議員に理解してもらうという努力がちょっと

ニユムとュムのかなという気はします。」と町理事者を批判 (?)。

の二2と生ム 轟塑ユ慟堕豊勲塑雖曇堕LL蹴壁ム」黎 うでした。
つまり、梅森議員が言 う「豊議員坐二型 監1`ェ上 2Lユニユ ユ憂ム 盪lち よつと足 りな

と2ムのかな」というレベルの話ではなかったのです。

端的に言えば、法律違反 (不正)に 限りなく近い『入札』の扱いであり、さらに

言えば、住民監査請求や住民訴訟を視野に入れた判断もあり得る状況だったので

す。梅森議員が「こういう質疑 というのは、予め想定されていた事だ」 と発言 し

ムどこヱ≦型菫華塾:型愛箋塾堅L反対した各議員から指摘された問題について、梅

森議員が、賛成の立場で、質疑に参戦し、自己主張をすべきではなかったと思う
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梅森議員の町民センター改修建築主体工事等の

しかし、今回の「町民センターの改修建設主体工事工事入札」の『落札問題」は、

「安平町事後審査型条件付き一般競争入札実施要綱」⊇ヽら盟らかI箋曇Lと当艶二

ムニュ、その点の指摘や業者との随意契約のための落札金額が、入札金額よりも
4千万円も上積みするなど、通常あり得ないことや量奎コ鳳価盤圭工鳳彙エムLL
とム饉2菫量奎盤を示した企業のそ2色2堕壁LL≦:]堕Lユ基座饗購懃笙賽菫ヒどL堕
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のです。いつものことですが、Fわかったふり」して、具体的問題に一切触れず、

賛成の結論だけを主張する。高見にいて、事実上、議論に全く参加 しない。(出来

ない)ま ずは、そこが問題だと思います。

(2)梅森議員の「賛成した理由」は、具体的根拠を示さず、つまり、

議論から離れた『賛成論」。はなはだ、『不可解』だ !

梅森議員は『・・。足りなかったのかなという気はしますが、②適正に策定されたも
のであることを理解 しましたので 本件について賛成 (す る)。 』

と述べたました

つまり、私の違和感は、梅森議員が言う『入札から落札』に至るプロセスがを「連正

二重
=ニ

ュム」2』望をL全二上二量製LLごム
=2二

董」とし
=た

』と『賛成理由』を述べたことであ
る。そもそも、梅森議員は、「迪ェに菫

=ニ
ュム」と言う意味をわかっているのか?

しかも、「露1董|ビ1塁1盪こILI旦二
=1理

基1塁|=1曇IL二す。

録画での音声を聞いたとき、『ウ?」 と思いましたが、議事録で再確認したあとで、

改めて『策定』の意味を再確認しました。

そもそも、陶寵定:」 とは、『意図的にあれこれ、考えて定めること」を意味します。
例えば、「○○に関賊

“

重鯉肇筆鐘
=二

ゑ」とか『○○の為ρ重輩認塑饉甦
=ゑ

』等です。

しかし、入札による『落札』は、基本的には、「
=翌

迎:菫姿鰹:整聾奎目:巨盤豊:」襲壁豊△

⊥塞菫霊担」の規程に基づいて、行われるものであり、壁土]璽L_圭二予_算」のように

.」菫堅堕菫壺饉軋ニユニ上■2堅聾:国≧!笙:彙:豊と。『実施要綱』に従つて、ある意味、淡々と、

実務的に執行されるものであると私は考えているが、そうでなければ不正落札 (談合等 )々

になる恐れ、その疑いを生じさせると、思うからです。
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」の規程に基づいて

行われるポイントになるのは、おおよそ次に並べたものになります。

①最低制限価格を下回っていないか。 ②予定価格を超えていないか。

③最低制限価格を下回って入札した企業は、そのときの入札は、『失格』とする。

④「再度入札」と「再度公告入札」の理解。

① 2回 目の入札において、落札者が決定しなかった場合は、『不調』とし、

『再度公告入札』を行うか、または、最低価格の落札者と随意契約の協議をす

るか選択する。等々の判断に立って対応する。

梅森議員の「賛成した理由」は、具体的根拠が示されていません。
つまり、議論から離れた『賛成諭』。はなはだ、『不可解』だ !

「適正に重定された」から、は議論の入り口にも立ってはいない !
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